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駐車場法の適正な取扱い及び 

「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度」の周知について（通知） 

 

 

標記のことについて、下記のとおり通知いたします。駐車場の管理・運営を行って

いる、または設置を予定している課（所）に次の事項を周知していただきますようお

願いいたします。 

 

記 

 

１ 駐車場法の適正な取扱いについて 

 

「駐車場法」（最終改正：平成 29 年 5 月 12 日法律第 26 号。）第 12 条では、一定規

模以上の一般公共の用に供される駐車場について、駐車場管理者（主に土地所有者）

が、あらかじめ必要事項の届出を行うことが義務付けられています。また、届出事項

を変更する際も、同様に届出が必要です。 

 

このことから、本市の関連事業において駐車場の設置または届出事項の変更を行う

場合は、技術的基準の遵守等、適切な対応が求められます。 

 

つきましては、駐車場の設置または届出事項の変更を行う計画がある場合は、交通

政策課への事前の相談等、適切な取扱いを徹底していただきますよう、お願いいたし

ます。 
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２ 「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度」の周知について 

 

 障害者や、高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設

や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画等を利用するための利用証を交付

する「大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度」が大阪府において実施されています。 

 

 当該制度の趣旨を踏まえ、本市としましても複数の市立施設において協力を進めてい

るところです。今後も、障害者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出で

きるよう、より多くの施設で協力をいただきたいと考えております。 

つきましては、貴局所管施設に周知いただき、制度の趣旨を理解いただくとともに、

ご協力いただきますよう併せてお願いします。 

 

 なお、ご協力をいただける施設につきましては、大阪府ホームページ「大阪府障がい

者等用駐車区画利用証制度について」内「７ 施設管理者の皆様へ」を参考に手続いた

だきますようお願いします。 

【参考】 

大阪府ホームページ 

「ＵＲＬ」：http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/riyousyouseido/index.html 
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